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令和７年度 岩沼市沿岸部土地利活用事業者の選定仕様書 

 

１ 目的 

未利用となっている沿岸部の市有地について、岩沼市沿岸部土地利活用方針を踏まえ、

民間事業者に払い下げ、有効に活用することで新たな賑わいの創出等を図ることを目的と

する。 

 

２ 内容 

⑴  提案募集の対象 

提案する事業者が実施主体となり、スポーツ・レクリエーション活動による健康の増

進や賑わいの創出、又は社会福祉の向上に寄与する事業を実施するための土地払下げに

係る提案を対象とする。 

⑵  公募対象地   

所在地 面積（㎡） 登記地目 

岩沼市下野郷字浜２４３番２  約２０，０８０ 山林 

岩沼市下野郷字浜２４３番６６ ３，１７８ 山林 

岩沼市下野郷字浜２４３番６７ １，０２８ 山林 

   ※いずれの土地も現況は雑種地相当 

   ※岩沼市下野郷字浜２４３番２については、測量・分筆手続中 

⑶ 公募対象地に係る留意点 

① 公募対象地（以下「対象地」という。）に隣接する民有地があるが、市では利活用

に当たっての民有地所有者の同意等は得ていないため、民有地を含めた一体的な利活

用を希望する場合は、事業者において土地所有者から用地を賃借又は買い取ること等

の同意を得る必要がある。特に下野郷字浜２４３番４４（４４５㎡）は民有地である

ことに留意すること。 

② 対象地は災害危険区域かつ市街化調整区域であるため、建築物及び特定工作物の立

地については都市計画法に基づく開発許可等の制限がある。建築物が必要になる場合

は、事前に岩沼市都市政策課及び宮城県建築宅地課に確認すること。 

③ 対象地は県自然環境保全地域であるため、建築物が必要になる場合は、事前に宮城

県自然保護課に確認すること。 

④ 上水道を使用する場合は、原則新規取出しとなる。給水装置の整備に係る工事費用

は事業者負担となるほか、各種手続が必要となるため、事前に岩沼市上下水道施設課

に確認すること。 

⑤ 廃止済の下水道管等が埋設してある場合があるため、施工等に当たっては、十分な

注意を払うこと。なお、施工等に使用する事業者の機材が下水道管等により故障・破損

することに至った場合、市で責任は負わない。 

⑥ 対象地は下水道処理区域外であり、建築物により浄化槽が必要になる場合は、処理

水の放流先を確認し、各管理者の承諾を得ること。 
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⑦ 対象地は、災害後に瓦礫等の廃棄物置き場として利用していたため、地質調査その

他必要な安全確認措置は事業者の責任と負担において実施し、その結果に応じて必要

な土壌改良を行うこと。また、周辺地については、災害が発生した場合には、市の判

断で廃棄物置き場として利用することがあるので承知しておくこと。 

⑧ 岩沼市下野郷字浜２４３番６６及び２４３番６７に係る対象地の払下げに当たって

は、公簿記載の地積をもって売却面積とすること。実測面積と公簿面積に差異が生じ

た場合であっても、払下げ代金の増減は行わない。また、岩沼市下野郷字浜２４３番

２の対象地については測量・分筆手続中であることから、分筆確定後の公簿記載の地

積をもって売却面積とすること。 

⑨ 対象地の引渡しは現状有姿（柵等の工作物あり。）により行うため、必ず現地を確認

してから提案すること。事業に必要な整地、残置物の撤去等は事業者の責任と負担にお

いて行うこと。なお、市は契約不適合責任その他一切の責任を負わない。 

⑩ 当該地区は地盤が低い土地を含むことから、事業者において必要な排水対策等を講

じること。 

  ⑪ その他、関係法令等による制限や許可の手続が必要になる場合は、事前に提案事業

が実施可能であることを確認した上で提案すること。 

  ⑫ 本プロポーザルにおける土地払下げに伴う提案事業は、市長の承諾なく廃止し、若

しくは休止し、又は対象地を市長の承諾なく目的外に使用し、又は第三者に譲渡し、

若しくは貸し付けることはできないこと。ただし、対象地を取得した日から５年を経

過した場合又は払下げ事業者のやむを得ない事由により市長からあらかじめ書面によ

って承諾を得た場合はこの限りではないこと。 

⑷ 土地払下げ提案価格 

   土地払下げ提案価格は、２⑵に規定する公募対象地全体で１，９０９万２，０００円

以上（岩沼市下野郷字浜２４３番２：８００円／㎡以上、岩沼市下野郷字浜２４３番６

６及び岩沼市下野郷字浜２４３番６７：各７２０円以上／㎡）とする。なお、次の事項

に留意すること。 

  ① 岩沼市下野郷字浜２４３番２は測量・分筆手続中のため、実施要領に記載の面積は

見込面積であり、提案価格はこの見込面積を基礎にして算出するものとするが、払下

げは、分筆後の公簿面積に基づいて行うことから、払下げ価格は増減することがある

こと。また、分筆後の公簿面積と、この見込面積に差分が生じた場合は、その差分面

積に様式９中の「岩沼市下野郷字浜２４３番２の払下げ提案単価」（８００円／㎡以

上とする。）を乗じ、その額を土地払下げ提案価格に加減して調整すること。 

② 対象地の鑑定、測量、分筆に市が要した費用（１，４７９，５００円。以下同じ）

を別途加算した金額で払い下げることになること。 

⑸ 事業実施時期 

   令和８年度中の事業開始（事業開始のための整地着手等を含む。）を目途とする事業

者からの提案を受け付ける。 

⑹  事業実施の条件 

① 事業計画、工事の実施等周辺地域への説明等は事業者の責任において適切に行うこと。 



3 

 

② 事業期間中における土地及び建物等の維持管理については、事業者の責任において適

切に行うこと。 

③ 本事業に伴う全ての経費は事業者負担とすること。ただし、市が申請窓口となるべき

ものがある場合は、別途調整を行うものとすること。 

④ 法令等を遵守したものであること。  

⑤ 事業に建築、設備の導入等が必要になる場合においては、岩沼市内の事業者への発注

に配慮すること。 

⑥ 事業の実施に当たっては、市民の雇用に努めること。  

 

３ スケジュール             

⑴  実施要領の公表         令和８年３月５日 

⑵  質問受付            令和８年３月５日～４月２７日 

⑶  質問回答            令和８年５月１日までに随時、市ホームページに掲載 

⑷  応募登録・企画提案書提出期限  令和８年５月１８日 

⑸  資格審査結果通知        令和８年５月下旬 

⑹  プロポーザル審査委員会     令和８年５月下旬 

⑺  審査結果の通知         令和８年６月上旬 

⑻  仮契約             令和８年６月中旬～下旬 

⑼  本契約（土地の払下げ）     令和８年７月議会以降 

⑽  払下げ代金の納付        本契約以降 

⑾  土地の引渡し（所有権移転登記） 本契約以降 

※ 上記スケジュールは予定であり、日程の変更が生じる場合がある。 

※ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基

づく議会の議決が必要であるため、議会の議決が得られないときは仮契約は無効と

し、市は損害賠償の責めを負わない。 

※ プロポーザル審査委員会は、必要に応じて事業者によるプレゼンテーションを実施

するものとし、その際は別途、市から通知する。 

 

４ 提出期限 

提出期限は、令和８年５月１８日（必着）とする。 


